
建築一式工事 公告日

0.4点
／１表彰

0.2点
／１表彰

地域精通度（JVは全構成会
社別に採点し、出資比率によ
る加重平均とする）
（注５）

ｄ．上記ａ．ｂ．ｃに該当しない

ｃ．現場代理人（現場代理人で配置されたときに既に同種工事の監理技術者の資格を有していた
　　者に限る）として、国、特殊法人等、公共法人又は地方公共団体（奈良県、上牧町を含む）が
　　発注した同種工事の完成・引渡が完了した
　　ただし、配置期間は工期全体の１/2以上とする

建設業法第３条第１項に規定する
本店、支店又は営業所の所在地

表彰（JVは全構成会
社別に採点し、出資比
率による加重平均とす
る）（注５）

ISO９０００ｼﾘｰｽﾞ、１４０００ｼﾘｰｽﾞ認証取得
（JVは全構成会社別に採点し、出資比率による加重平均と
する）（注５）

過去１５年間に元請（JVの構成員
として請け負った工事を含む）とし
て完成・引渡が完了した、地域内
工事の実績　（注１）

ａ．国、奈良県、又は上牧町が発注した工事で、上牧町内の工事実績がある

ｃ．本工事の公告日時点において、奈良県内に建設業許可を受けている本店、支店
　　又は営業所がある

       【工事名：旧上牧第二中学校舎等解体工事】 令和8年4月1日

分類 評価（審査）項目 評価（審査）基準評価（審査）内容

● 落札者決定基準 簡易Ⅱ型（施工計画を求めない場合）の評価項目と加算点        （別紙-2）
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工事成績評定点（JV
は全構成会社別に採
点し、出資比率による
加重平均とする）
（注５）

過去２年間に元請（JVの構成員と
して請け負った工事を含む）として
完成・引渡が完了した上牧町発注
工事の工事成績評定点の平均値
（注１）（注２）（注５）

本工事において、工事成績評定点は評価の対象としない

ａ．本工事の公告日時点において、本社、工場等、当該工事関係部署が
　　ISO９０００ｼﾘｰｽﾞかつISO１４０００認証を取得している

１点

社会・地域貢献（JVは全構成
会社別に採点し、出資比率に
よる加重平均とする）
（注５）

１０点
満点

ｃ．上記ａ．ｂに該当しない ０

１点

ｄ．上記ａ．ｂ．ｃに該当しない

ａ．本工事の公告日時点において、上牧町内に建設業許可を受けている本店、支店又は
　　営業所がある

２点

ｂ．本工事の公告日時点において、高田土木事務所管内に建設業許可を受けている
　　本店、支店又は営業所がある

０

過去５年間（本工事の発注年度を
含まない）における国土交通省近
畿地方整備局、又は奈良県の建
設工事（一般土木工事等）に対す
る表彰
（注１）（注３）（注7）

ａ．下記の表彰がある（各表彰１件当たり１点とする）
　○国土交通省近畿地方整備局の表彰
　　・優良工事等施工者（工事請負業者）表彰（局長、事務所長）
　　・優良工事等施工者（技術開発）表彰
　　・優良工事等施工者（安全対策）表彰
　　・優良工事等施工者（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ）表彰
　　・公共構造物品質ｺﾝﾃｽﾄ表彰

Max　２点

ｂ．奈良県の建設工事（一般土木工事等）に対する表彰
　　・奈良県県土マネジメント部優良工事表彰
　　　（県土マネジメント部長表彰）

１点
ｂ．本工事の公告日時点において、本社、工場等、当該工事関係部署が
　　ISO９０００ｼﾘｰｽﾞ又はISO１４０００認証を取得している

１点

０

２点

ｂ．上記ａに該当しない ０

配置予定技術者の実績（JV
は代表者のみ採点する）又は
専任補助者（現場代理人）の
実績（注５）

過去１５年間に元請（JVの構成員
として請け負った工事を含む）とし
て完成・引渡が完了した同種工事
についての監理技術者・主任技術
者・現場代理人としての施工経験
（注１）（注４）（注５）（注６）

ａ．監理技術者・主任技術者として、国、奈良県又は上牧町が発注した同種工事の完成・引渡
　　が完了した

２点

ｂ．監理技術者・主任技術者として、特殊法人等、公共法人又は地方公共団体（奈良県、上牧町
　　を除く）が発注した同種工事の完成・引渡が完了した

災害協定の締結

技
術
提
案
書

０.５点

ｄ．上記ａ．ｂ．ｃに該当しない ０

ｂ．上記ａに該当しない ０

ａ．本工事の公告日時点において、国、奈良県、又は上牧町と災害協定を締結している
　　ことが確認できる

１点

１点

ｃ．奈良県の建設工事（一般土木工事等）に対する表彰
　　・奈良県県土マネジメント部優良工事表彰
　　　（県土マネジメント部の所長等表彰）

左記
得点の
合計点
Max 1点



建築一式工事 公告日       【工事名：旧上牧第二中学校舎等解体工事】 令和8年4月1日

● 落札者決定基準 簡易Ⅱ型（施工計画を求めない場合）の評価項目と加算点        （別紙-2）

（注１）　◎過去２年間とは、令和６年４月１日～令和８年３月３１日までとする。　　◎過去３年間とは、令和５年４月１日～令和８年３月３１日までとする。

　　　　　 ◎過去５年間とは、令和３年４月１日～令和８年３月３１日までとする。　　◎過去１５年間とは、平成２３年４月１日～令和８年３月３１日までとする。

（注２）　本工事において、工事成績評定点は評価の対象としない。

（注３）　建設工事（一般土木工事等）とは、舗装工事・ＰＣ橋上部工工事・鋼橋上部工工事・橋梁塗装工事・水門工事・建築工事・解体工事・設備工事（土木設備・建築設備・下水道設備）・建築一式工事
　　　　　を主たる工事とする
          「土木・建築一体発注工事」・さく井工事・交通安全施設工事

（注４）　同種工事の実績要件は、当該工事の入札公告第２の３に定めるものとする。

            なお、主任技術者・監理技術者・現場代理人としての実績は、工期の完了日まで従事していた場合に 限るものとする。

　　　　　 現場代理人としての施工経験において、「監理技術者の資格を有していた者」とは監理技術者資格者証の交付を受けた者とする。

　　　　　 同種工事の実績のある専任補助者（現場代理人）を配置する場合は、配置予定技術者が本工事の公告日時点で満４５歳以下であれば加点する。

　　　　　 配置予定技術者の実績又は満４５歳以下の配置予定技術者を配置した専任補助者（現場代理人）の実績において加点され落札した後、工事期間中にやむを得ず配置技術者（専任補助者制度を活用

　　　　　 しない場合）又は専任補助者（現場代理人）を途中交代する場合は、同等以上の評価がなされる者を配置しなければなりません。ただし、専任補助者制度を活用して落札した後、配置技術者を途中交

            代する場合は、本工事の公告時点で満４５歳以下の配置技術者を配置するものとする。また、満４５歳以下の配置技術者を配置できない場合は、専任補助者（現場代理人）が配置技術者を兼務する

            ものとする。

（注５）　JVの場合は全構成会社別に採点し出資比率による加重平均で採点するものとし、加重平均した後に小数第3位切捨てし、小数第2位まで計算するものとする。

（注６）　・「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第２条及び同施行令第１条の規定による法人、又は前身の組織及び団体を含む（当該事実が上牧町で 確認できる
             ものに限る。）
　　 　    ・「公共法人」とは、法人税法第２条第５号に規定する別表第一に掲げる法人とする。

【ご注意】

 技術提案書の提出書類について、工事名が適正でない場合、会社名が記載されていない場合、押印がない場合、提出期限までに提出されない場合、提出を求める様式について一部でも 漏れ落ちがある
 場合、配置予定技術者の氏名が記載されていない場合は欠格とし、入札参加は認めないものとする。

（注7）　・表彰における過去5年間とは（注1）の期間までに完成・引き渡しが完了した工事で、告示日の前日までに表彰を受けたものに限るものとする。なお、同一年度に複数の工事で複数の表彰を受けた
　　　　　 場合でも、その企業に対して1表彰として加点するものとする。


